
Ⅰ.専決処分報告

○ 報告第41号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する 1 頁

専決処分について

○ 報告第42、43号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する 5 頁

専決処分について

Ⅱ.その他報告

○ 警固公園地下の駐車場廃止について 11 頁

○ 新しい福岡市道路整備計画の策定について 13 頁

○ 新しい福岡市自転車活用推進計画の策定について 15 頁

○ 新しい福岡市下水道経営計画の策定について 17 頁

○ 「都心部下水道主要施設再構築プラン」（案）について 19 頁

○ 中部12号幹線築造工事請負契約の締結について 24 頁
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報告第41号 

報告第41号 

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により、市道の管理のかしに基づく損害賠償の額 

を決定することについて、令和５年11月28日次のように専決処分した。 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 65,076円 

２ 事件の概要 

令和５年１月15日午後９時頃、相手方○○○○○所有の軽自動車が、市内城南区田島

四丁目22番35号付近の市道を走行中、当該市道の路面の舗装が破損していたため、当該車

両の通過により当該舗装が剥離し、これにより生じた段差に当該車両の車輪が落ち込み、

当該車両が破損して損害が生じたものである。 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

令和５年12月11日 

福岡市長 髙 島  宗 一 郎 
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(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と
認められるおそれのある情報については、掲載
しておりません。 



深さ 6cm 長さ 35cm 

幅 20cm 

人的損害 0円 

物的損害 65,076円 

損害額計 65,076円 

市の過失割合 10割 

損害賠償額 65,076 円 
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現場状況（遠景） 

剥がれたアスファルト塊 

現場状況（近景） 

補 修 後 

前輪通過時に舗装が剥がれて段差
（穴ぼこ）が生じ、そこに後輪が

落ち込んだものと思われる。 

進行方向 

進行方向 

幅約 20cm 

長さ約 24cm 
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車 両 全 景 

破 損 状 況 

タイヤ亀裂とホイール変形

右後輪タイヤ（内側） 
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報告第42号 

報告第42号 

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により、市道の管理のかしに基づく損害賠償の額 

を決定することについて、令和５年11月６日次のように専決処分した。 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 41,650円 

２ 事件の概要 

令和５年５月７日午後８時10分頃、相手方○○○○〇所有の普通乗用自動車が、市内東

区箱崎ふ頭五丁目１番33号付近の市道を走行中、当該市道の路面が破損していたため、当

該箇所に車輪が落ち込み、当該車両が破損して損害が生じたものである。 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

令和５年12月11日 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 
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(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と
認められるおそれのある情報については、掲載
しておりません。 



報告第43号 

報告第43号 

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により、市道の管理のかしに基づく損害賠償の額 

を決定することについて、令和５年11月６日次のように専決処分した。 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 7,835円 

２ 事件の概要 

令和５年５月８日午前２時30分頃、相手方○○○○〇所有の普通乗用自動車が、市内東

区箱崎ふ頭五丁目１番33号付近の市道を走行中、当該市道の路面が破損していたため、当

該箇所に車輪が落ち込み、当該車両が破損して損害が生じたものである。 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

令和５年12月11日 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 
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(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と
認められるおそれのある情報については、掲載
しておりません。 



歩 

道

報  告 第 42号 第 43号 

人的損害 0円 0 円 

物的損害 59,500 円 15,670 円 

損害額計 59,500 円 15,670 円 

市の過失割合 ７割 ５割 

損害賠償額 41,650 円 7,835円 

位 置 図 
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事故現場 

箱崎ふ頭五丁目 

進行方向 
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  －    断面図 A’A 

長さ 60cm 

深さ 20cm 
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補 修 後 

現場状況(遠景） 

進行方向 

現場状況(近景）※再現 

進行方向 

幅 60ｃｍ 

長さ 60ｃｍ 
深さ 20ｃｍ 

※ 写真は応急措置後

※写真は掘削調査時

進行方向 
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報告第 42 号 

車 両 全 景 

報告第 43 号 

車 両 全 景 

破 損 状 況 

右前輪タイヤ破損 

破 損 状 況 

右前輪 

タイヤ破損
（ 写真 はタ

イヤ交換後）
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